
令和２年６月３０日

農林⽔産省
経済産業省
国⼟交通省

⾷品流通の合理化に向けた取組について



○ 働き⽅改⾰が進む中、トラックドライバーをはじめとする⾷品流通に係る⼈⼿
不⾜等の課題に対応するためには、サプライチェーン全体での合理化を推進す
ることが急務。

○ このため、国（農林⽔産省、国⼟交通省、経済産業省）、地⽅⾃治体
（県知事、市町村⻑）、発荷主・物流業・着荷主の団体の⽅々等からなる
「⾷品流通合理化検討会」を開催（令和元年10⽉〜 計５回（準備会合、
⽔産ＷＧを含む。）、⾷品流通の現状や課題について議論。

○ これまでの議論の結果を、「⾷品流通の合理化に向けた検討会（第１次中
間取りまとめ）」として公表（令和２年４⽉）。【別添参照】
令和元年度補正予算、令和２年度当初予算等を活⽤して、以下の検討
項目について、具体的な取組を実施することした。

⑤ＩＣＴの活⽤
⑥ 品質・付加価値・価格バランスの⾒直し
⑦ 荷待ち時間削減及び附帯作業の適正化
⑧ ⾷品ロス削減

① パレット化による⼿荷役削減
② 集出荷拠点の集約等による効率化
③ モーダルシフトによる輸送⼿段の分散
④ 小口ニーズへの対応

⾷品流通合理化の取組内容
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具体的な取組内容
①パレット化

地区 概要 進捗状況
北海道
［ホクレン］

• 産地主導で、パレット⼀貫管理体制構築
• 全国の⻘果物卸売市場と連携
・オホーツク地区︓出荷先20市場と連携、パレット22,000枚導入
・上川地区︓出荷先20市場と連携、パレット40,000枚導入
・出荷先４市場（東京・神奈川・⼤阪）にクランプ・フォークリフト導入

• 夏〜冬︓導入・実証
• 冬〜春︓分析・改善

新潟
［全農物流
（株）］

• レンタルパレットの導入によるパレット管理の効
率化

• 積卸し作業の機械化
・新潟市︓出荷先２市場と連携、パレット70枚導入

• 夏︓導入・実証
• 夏〜冬︓分析・改善
• 冬以降︓横展開

その他 • ４地区（熊本２地区（みかん、トマト・⼈参）、⻑崎（ブロッコリー）、岩⼿
（きゅうり・レタス）において、統⼀規格パレットを導入・管理体制構築

• ２地区（⻑崎・⿅児島・熊本、愛知・岐⾩）において、花き台⾞を導入

①パレット化、②集出荷拠点の集約、 ③モーダルシフト
地区 概要 進捗状況

九州 • 官⺠⼀体となり、九州において⼤規模モーダ
ルミックスを推進（陸運、ＪＲ貨物、フェ
リー）

• ７⽉以降︓関係者による具
体的計画の作成開始

2



地区 概要 進捗状況

岐⾩
［(株)セイノー情
報サービス］

• 物流データプラットフォーム構築
• 業種業態を超えた混載による共同幹線輸送
• 将来的にＡＩを活⽤した出荷予測

• 夏〜冬︓導入・実証
• 冬〜春︓分析・改善
• Ｒ３以降︓横展開

東京
［(株)フラワー・
オークション・ジャパ
ン］

• 産地（千葉・岐⾩）からＲＦＩＤ導入
• 無⼈搬送機との連携による、花き卸売市場の
⾃動化

• 夏︓実証
• 秋︓再実証

その他 • ４地区（⻘果物卸売︓東京、神奈川、⻑野、⽔産物卸売︓東京）において、
ブロックチェーンを活⽤した商品管理・決済データプラットフォームを構築

⑤ＩＣＴの活用、⑦荷待ち時間削減等

④⼩⼝ニーズへの対応、⑥品質・付加価値・価格バランスの⾒直し、⑧⾷品ロス削減
地区 概要 進捗状況

新潟
［ヤマト運輸
(株)］

• 直売所を考慮した宅配ネットワーク構築
• ⽣産者の直売所持込を不要とし、⽣産者の
負担軽減及び運送事業者の積載率向上

• 夏〜秋︓導入・実証
• 秋〜冬︓分析・改善
• 冬以降︓横展開

山形
［(株)アップクオリ
ティ］

• 専⽤ボックスに適合したバラの⻑さ調整
（70cm→50cm）

• ⾼速バスを活⽤した貨客混載による鮮度保持
及び⽣産者の安定収入の確保

• ６⽉︓計画策定
• ７⽉上旬︓トライアル
• ８⽉下旬︓イベントでの

展示・贈呈
その他 • １地区（横浜・岩⼿・島根）において、鮮度保持付き冷凍コンテナの導入により、

⽔産物をタイへ輸出 3



○ 発荷主の産地が主導で、着荷主の卸売市場（全国）と連携し、パレットを⽤いて農産物輸送の効率化。
○ 段ボールのばら積みからパレット輸送への切替えにより⼿荷役作業をなくし、トラックドライバーの負担を軽減。
○ パレット管理・回収の仕組みを構築することで、持続的な循環利⽤の仕組みを構築。

ロードマップ
令和２年
７⽉〜９⽉

集荷JAでの積込時間の測定、納品市
場での時間測定の実施。パレット出荷の
効果検証および散逸防止に係る文書の
締結作業

10⽉〜12⽉ 各市場のパレット回収率のデータ蓄積。
また、回収率に明らかに異常が⾒られる
際は、市場へ個別に状況の確認と改善
策の検討を要請

令和３年
１⽉〜３⽉

要因の分析、状況確認の実施、改善
策の検討を要請。次年度以降取り組み
内容の検討

着荷主︓
全国の卸売市場（各20か所）

出荷後サプライヤー
指定のパレット管理
システムに情報入⼒

パレット貸出

パレット転送の
旨を連絡

積替作業

発荷主︓JA
上川地区

オホーツク地区

パレットサプライヤー︓
JPR等 パレット管理・回収

パレット保管

パレット保管

転送先
（仲卸・ベンダー等）

【参考】産地主導の全国パレット⼀貫管理体制の構築（北海道における取組）

＜パレット 62,000枚＞
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＜上川＞
たまねぎ等 約34,000ｔ
トラック 約350台
JR 5,400コンテナ

＜オホーツク＞
たまねぎ等 約22,000ｔ
トラック 約350台
JR 3,000コンテナ

○ 産地からの⼀貫したパレットの管理体制を構築することで、⻘果物等の輸送を効率化
○ 統⼀規格パレット及びその効率的管理等に資する機材の導入により、循環利用の仕組みを構築

目標



〇 各取組の実施状況を踏まえつつ、年末を目途に開催予定。
（事業実施期間は令和２年度中であるものの、途中段階から事業の効果を検証）

〇 検討項目ごとに、専門委員によるワーキング・グループの開催も検討。
（テレビ・ウェブ会議を積極的に活⽤）

〇 自治体主体のプロジェクト（過去の検討会において、⾃治体委員がプレゼンテー
ション（※））についても、政府も連携して具体化を進め、その結果を検討会にフィード
バック。

※ ⾷品流通合理化検討会 地⽅⾃治体委員
• ⻘森県 三村知事、新潟県 花角知事、三重県 鈴⽊知事、
• 秋⽥県仙北市 門脇市⻑、山形県鮭川村 元⽊村⻑、
福井県小浜市 松崎市⻑、愛媛県⼋幡浜市 ⼤城市⻑

今後の進め方
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令和２年４月

農林⽔産省
経済産業省
国⼟交通省

⾷品流通の合理化に向けた取組について
（第1次 中間取りまとめ）

【別添】
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１ 物流の現状と政府全体の動き
 トラックを含む⾃動⾞運送業では、⻑時間労働・低賃⾦で⼈⼿不⾜も深刻化。
 政府では平成30年５月に⾃動⾞運送事業の働き⽅改⾰の実現に向けた政府⾏動計画をとりまとめ。
 さらに、平成31年3月から荷主・国⺠・貨物事業者による「ホワイト物流」推進運動を開始。

⾃動⾞運送業の現状
○ トラック・バス・タクシーの運転者は、全職業平均に比べ、

年間労働時間が１〜２割⻑いにも関わらず、年間賃⾦は１〜
３割低い状況。

○ 平成30年度の「⾃動⾞運転の職業」の有効求⼈倍率は、全職
業平均1.45に比べ、2.98倍と運転者不⾜が深刻。

政府全体の動き
○「働き⽅改⾰実⾏計画」（平成29年3月働き⽅改⾰実現会議）

⻑時間労働の是正を図る観点から、時間外労働につい
て罰則付きの上限規制を導入

○働き⽅改⾰法（平成31年4月施⾏）
従来時間外労働規制の適用除外だった「⾃動⾞の運転業

務」にも令和６年４月から年960時間（＝月平均80時間内）
の上限規制を適用

○ 「⾃動⾞運送事業の働き⽅改⾰の実現に向けた
政府⾏動計画」（平成30年5月、関係省庁連絡会議）
①⻑時間労働是正の環境整備

・輸送効率の向上 ・荷主・元請等の協⼒の確保
②⻑時間労働是正のためのインセンティブ・抑⽌⼒の強化

○ 「ホワイト物流」推進運動の展開
（平成30年12月、ホワイト物流推進会議）
・荷主︓賛同の⾃主⾏動宣⾔、取組の実施
・国⺠︓再配達の削減、引越時期の分散等
・貨物事業者︓物流の改善、働きやすい環境の整備等

【年間賃⾦の比較】【（年間）平均労働時間数の比較】

物流の停滞のほか、生活交通・観光客輸送への支障の恐れ

【有効求⼈倍率の推移】
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（参考）トラック事業者への⾏政処分の強化・標準運送約款の改正

（１）⾏政処分の強化
・改善基準告示

トラック事業者は、「改善基準告示」という拘束時間、
運転時間等のルールを遵守する必要があり、違反した場
合、事業停⽌処分、⾞両停⽌処分等の⾏政処分の対象

・貨物⾃動⾞運送事業法の⼀部改正
トラック運送業においては、トラックドライバー不⾜

により物流が滞ることのないよう、ドライバーの労働条
件の改善等を図るため、議員⽴法により改正

（２）標準運送約款の改正
国⼟交通省が制定するトラック事業者と荷主

の契約書のひな形である標準運送約款を改正、
運送の対価である「運賃」と、荷役料、待機時
間料などの「料⾦」の区別を明確化

改正の概要
１．規制の適正化

① ⽋格期間の延⻑等 ② 許可の際の基準の明確化 ③ 約款の認可基準の明確化
２．事業者が遵守すべき事項の明確化

① 輸送の安全に係る義務の明確化 ② 事業の適確な遂⾏のための遵守義務の新設
３．荷主対策の深度化 ※「荷主」には元請事業者も含まれる

① 荷主の配慮義務の新設 ② 荷主勧告制度（既存）の強化（公表の追加）
③ 国⼟交通大臣による荷主への働きかけ等の規定の新設

４．標準的な運賃の告示制度の導入
国⼟交通大臣が、標準的な運賃を定め、告示できる
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⾷品流通は、トラックによる輸送が97％を占め、
特に、生鮮⾷品の輸送では、次のような特徴。
① ⼿積み、⼿降ろし等の⼿荷役作業が多い。
② 出荷量が直前まで決まらないこと、市場や物流セン

ターでの荷降ろし時間が集中することにより、
待ち時間が⻑い。

③ 品質管理が厳しいこと、ロットが直前まで決まらない
こと等により、運⾏管理が難しい。

④ ⼩ロット多頻度での輸送が多い。
⑤ 産地が消費地から遠く、⻑距離輸送が多い。

→ 輸送費の引上げだけでなく、取扱いを敬遠される
事例が出てきている。 【輸送品類別 拘束時間の内訳】

出典︓国⼟交通省「トラック輸送状況の実態調査（Ｈ２７）」

【各地から東京までの距離とトラック輸送時間】
北海道（帯広）

1,300ｋｍ、18時間

⻘森 700km、10時間

高知 800km、12時間

宮崎 1,400km、19時間

東京都中央卸売市場

出典︓農林⽔産省生産局「⻘果物流通をめぐる現状と取組事例」

苫⼩牧釧路

大洗
日⽴

（点線︓北海道からのトラック輸送形態（トラック→フェリー→トラック））

２ ⾷品流通の現状

出典︓国⼟交通省「貨物地域流動調査・旅客地域流動調査（H29年度）」
「航空貨物動態調査（H30年度）」

JR貨物「2018（平成30）年度 輸送実績」
※各種統計における農⽔産品及び⾷料⼯業品の合計値を基に農林⽔産省にて

推計したものであり、実数とは異なる場合がある。

【⾷品流通のモード別輸送形態】

664,998千トン（97.4%）
12,367千トン（ 1.9%）
5,194千トン（ 0.8%）
0.29千トン（ 0.0%）

平均

拘束時間

農水産品 12:32

特殊品 12:28

軽工業品 12:16

雑工業品 12:04

金属機械工業品 12:00

林産品 11:44

化学工業品 11:14

鉱産品 10:50

排出物 10:35

6:39

6:26

6:10

6:20

6:10

6:27

6:10

6:32

5:45

0:39

0:37

0:54

0:50

0:53

1:00

0:37

0:19

0:36

3:02

3:06

2:59

2:43

2:35

2:18

2:19

2:02

1:53

点検等 運転 待ち 荷役 付帯他 休憩 不明

⾃動⾞
海運
鉄道
航空

⻑崎 1,300km、19時間
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・トラックドライバーをはじめとする⾷品流通に係る⼈⼿不⾜が深刻化する中で、国⺠生活や経済活動に
必要不可⽋な物流を安定確保するには、サプライチェーン全体での流通合理化に取り組む必要。

・特に⾷品流通については、⼿荷役作業が多い、⼩ロット多頻度輸送が多い等の事情から、取扱いを敬遠
される事例が出てきている。

・また、⾷品ロス削減への⾷品関連事業者による積極的な取組が求められている。
・このため、⾷品流通の合理化について、関係者による検討会を設置し、具体的な方策を検討するととも

に、その実現を図る。

産地 消費地幹線輸送
・パレット化等による⼿荷役の軽減
・パレット規格統⼀による保管管理

作業の効率化
・トラック予約受付システムによる

待ち時間の削減
・集出荷場の集約による効率化
・ストックポイントの活用による共

同配送の促進

・パレット化等による⼿荷役の軽減
・パレット規格統⼀による保管管理

作業の効率化
・トラック予約受付システムによる

待ち時間の削減
・ストックポイントの活用による共

同配送の促進
・消費者の⽋品を許容する意識の醸成
・商慣⾏是正による配送効率化

・中継輸送による⻑時間労働の軽減
・モーダルシフト（鉄道・船舶利用）

によるトラック以外の輸送⼿段へ
の分散

・帰り便活用による積載率向上

趣旨

取組⽅向

・RFID等の技術を活用して商品・物流情報のデータを連携し、関係者間で共有することによる効率化・省⼒化

３ ⾷品流通の合理化に向けた取組について（検討会の設置）

産地（発荷主、都道府県、市町村）、物流業界、着荷主 等

⾷品流通合理化検討会のメンバー
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サプライチェーン全体での合理化に向け、ホワイト物流の推進の観点からも、各課題に対する具体的な対応⽅
策を、関係者が⼀体となって取り組んでいく。

論点

集出荷拠点の集約等
による効率化

課題

・大ロットでの直送、地⽅卸売市場の
活用

・産地での集出荷拠点の集約
・花きの効率的な集荷

令
和
元
年
度
補
正
予
算
、
令
和
２
年
度
当
初
予
算
等
の
活
用

新
た
な
施
策
等
へ
の
反
映

モーダルシフト
によるトラック以外
の輸送⼿段への分散

パレット化等
による⼿荷役軽減

・⼩⼝ニーズの効率的な集荷・
配送⼿段の確⽴

・⼩規模産地の良品配送

・時間外労働の上限規制の適用を控え
⼿荷役から機械荷役への転換が前提

・輸送資材導入に対応する施設・機材
の導入、流通・保管体制構築

・積載率低下の抑制

対応⽅策

⼩⼝ニーズ
への対応

・物流拠点の整備・活用
・集出荷場の集約
・共同輸配送の推進

・輸送資材（パレットや台⾞）の
規格の統⼀、管理回収体制の構築

・パレタイザー導入、選果施設の改修
・パレットに適合する段ボール・⻘果

物の規格の検討

・出荷を平準化するための
⻑期貯蔵技術の開発

・効率的な具体⽅策策定に向けた
鉄道貨物輸送業界等と産地との
意⾒交換の実施

・宅配便との連携
・ドローンの実用化の検討
・高速バス等による貨客混載の活用の

拡大

・リードタイムの延⻑、ロットの確保
高機能鮮度維持設備の整備

・季節波動が大きく、輸送の平準化が
必要

・交通ネットワークの充実
・北海道からの輸送の維持
・鉄道の定温物流サービスの拡大、

年末年始やGW等の輸送確保

３ ⾷品流通の合理化に向けた取組について（課題と対応⽅策①）
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３ ⾷品流通の合理化に向けた取組について（課題と対応⽅策②）

・需要変動への対応
・季節性商品の切替時期における在庫

の積み上がり
・消費実態に合わせた容量の適正化
・店舗に⽋品があることで消費者が

離れるおそれ
・輸送中に毀損した商品を廃棄する

範囲等があいまい

・需要予測の高度化や受発注リードタイム
の調整

・売り切るための取組（値引き・ポイント
付与等）やフードシェアリングの推進

・フードバンク活動との連携
・⾷品ロス削減に資する取組事例の共有
・消費者の⽋品を許容する意識の醸成
・輸送中に毀損した商品の廃棄等の基準

をまとめた報告書について、その内容
を消費者、⼩売等に対して周知

⾷品ロス削減

ＩＣＴの活用
・⾷材情報、生産・流通履歴等の可視化
・物流事業者同⼠のマッチングや荷物

の情報共有の仕組み

・少量生産で市場流通に乗らない産品
を大消費地で販売する仕組み

・物流・販売チャンネルの⼯夫・多様化

・ＩＣＴを活用した商品・物流情報の
共有

・運送依頼情報と⾞両の空きスペース
情報のマッチングによる輸送効率化

・貨客混載を活用した地域産品の高付
加価値化・マーケティングの強化

・高速バスの上下便の組合せ等による
販売チャンネル・エリアの拡大

品質・付加価値・価
格バランスの⾒直し

論点 課題 対応⽅策

※フードシェアリング︓そのままでは廃棄され
てしまう⾷品と購入希望者とのマッチング

・荷待ち時間や附帯作業の削減に対す
る意識の向上

・サプライチェーン全体での待機時間
や附帯作業コストの⾒える化、適正
なコスト負担

・先着順から予約制への変更

・ホワイト物流推進運動等への参加事
業者の拡大及び当運動を通じた待機
時間料や附帯作業料の適正収受の浸
透

・事前出荷情報の提供や予約受付シス
テムの導入促進

荷待ち時間の削減や
附帯作業の適正化

令
和
元
年
度
補
正
予
算
、
令
和
２
年
度
当
初
予
算
等
の
活
用

新
た
な
施
策
等
へ
の
反
映
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（⽔産分科会）

委員名簿

（参考）「⾷品流通合理化検討会」の開催経過について①

（⾷品流通合理化検討会）

三村 申吾（⻘森県 知事） ⾦⼦ 千久（全国農業協同組合連合会 園芸部⻑）
花角 英世（新潟県 知事） ⼾⽥ 弘⼆（ホクレン農業協同組合連合会 物流部⻑）
鈴⽊ 英敬（三重県 知事） 内野宮由康（宮崎県経済農業協同組合連合会 園芸部⻑）
門脇 光浩（秋⽥県仙北市 市⻑） 甲斐 毅 （(公社)日本農業法⼈協会 専務理事）
元⽊ 洋介（⼭形県鮭川村 村⻑） 岩佐 大輝（農業生産法⼈株式会社ＧＲＡ ｸﾞﾙｰﾌﾟ代表）
松崎 晃治（福井県⼩浜市 市⻑） 久家 源⼀（(⼀社)日本花き生産協会 会⻑）
大城 ⼀郎（愛媛県⼋幡浜市 市⻑） 川⽥ 光太（東京⻘果(株) 常務取締役）
⾺渡 雅敏（(公社)全日本トラック協会 副会⻑） 福永 哲也（(⼀社)日本花き卸売市場協会 会⻑）
宿⾕ 肇 （(⼀社)日本物流団体連合会 理事・事務局⻑） 奥⼭ 則康（(⼀社)日本加⼯⾷品卸協会 専務理事）
佐藤 修司（(公社)日本ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽｼｽﾃﾑ協会 JILS総合研究所⻑） 中村 智広（(⼀社)日本外⾷品流通協会）
牧⽥ 信良（(株)マキタ運輸 代表取締役） 井上 淳 （日本チェーンストア協会 専務理事）
泉川 大 （(株)アップクオリティ 代表取締役社⻑） 江⼝ 法生（(⼀社)日本スーパーマーケット協会 専務理事）
富取 善彦（(⼀社)日本倉庫協会 理事⻑） 氷川 珠恵（(株)三菱総合研究所 主席研究員）
⻄願 廣⾏（(⼀社)日本冷蔵倉庫協会 副会⻑） 坂本 浩之（富⼠通(株) エキスパート）
早川 典雄（(株)セイノー情報サービス 取締役） 折笠 俊輔（(公財)流通経済研究所 農業・地域振興研究開発室⻑）

着荷主

産地
(都道府県)

産地
(市町村)

産地
(発荷主)

専門委員

物流業界

三浦 秀樹（全国漁業協同組合連合会 常務理事）

淀江 哲也（漁業情報ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 専務理事）

提坂 猛（全国⽔産加工業協同組合連合会 常務理事）

津⽥ 祐樹（（株）ﾌｨｯｼｬｰﾏﾝｼﾞｬﾊﾟﾝﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 代表取締役COO）

網野 裕美（（⼀社）全国⽔産卸協会 会⻑）

井上 淳（日本ﾁｪｰﾝｽﾄｱ協会 専務理事）

江口 法⽣（（⼀社）日本ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ協会 専務理事）

椎名 幸子（（公社）全日本ﾄﾗｯｸ協会⾷料品部会 副部会⻑）

宿谷 肇（（⼀社）日本物流団体連合会 理事・事務局⻑）

佐藤 修司（（公社）日本ﾛｼﾞｽﾃｨｸｼｽﾃﾑ協会 JILS総合研究所⻑）

⻄願 廣⾏（（⼀社）日本冷蔵倉庫協会 副会⻑）

産地
（発荷主）

物流業界

着荷主
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スケジュール

令和元年10月21日（月）
準備会合（農⽔省）
・⾷品流通の合理化に向けた取組について
・統⼀規格のパレットを用いた⼀貫パレチゼーションの取組
・商品・物流情報のデータ連携と共有
・⻑期貯蔵技術及びモーダルシフトの取組
・花き流通の取組
・⽶（⽞⽶・精⽶）の流通の取組
・砂糖（原料作物・粗糖）の流通の取組

⽔産分科会準備会合（⽔産庁）
・⽔産物流通の取組

令和元年11月11日（月）
第１回検討会
・⻘森県総合流通プラットフォーム「A!Premium」流通サービスの取組（三村⻘森県知事）
・新潟県の⾷品流通の現状と課題（花角新潟県知事）
・三重発☆物流⾰命（鈴⽊三重県知事）
・⾷品流通合理化検討会（門脇秋⽥県仙北市⻑）
・花き（バラ）に関する現状と課題（元⽊⼭形県鮭川村⻑）
・⼩浜市の鯖復活に向けた取組みと⽔産流通の現状・課題（松崎福井県⼩浜市⻑）
・⼋幡浜市における柑橘輸送の現状と課題（大城愛媛県⼋幡浜市⻑）
・イチゴの垂直統合モデル事業への取り組み（農業生産法⼈株式会社ＧＲＡ）
・トラック業界の諸課題（国交省）

（参考）「⾷品流通合理化検討会」の開催経過について②
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令和元年12月20日（⾦）
第２回検討会
・⾷品流通合理化に向けた取組、トラック運送業の取引適正化に向けた取組（国交省）
・トラック 輸送の省エネ化推進事業について（経産省）
・安全・品質の取組（株式会社マキタ運輸）
・高速バスの空きトランクを活用した貨客混載「産地直送あいのり便」による地域産品のバリューチェーン

の構築と推進（株式会社アップクオリティ）
・トラック運送業界の現状と課題、取組について（公益社団法⼈全日本トラック協会）

第１回⽔産分科会
・⽔産物流通業界の取組（⽔産庁）

令和２年２月７日（⾦）
第３回検討会
・加⼯⾷品業界の取組について（（⼀社）日本加⼯⾷品卸協会）
・商取引に伴う情報の共有とこれによる流通効率化の取組について（（株）三菱総合研究所）
・⾷品ロス削減の取組について（農⽔省）
・⾷品流通の合理化に向けた取組について（課題と対応⽅策）（中間取りまとめ案）（農⽔省）

令和２年２月17日（月）
第２回⽔産分科会
・漁業構造改⾰・流通改⾰の取組について（日本遠洋旋網漁業協同組合）
・銚⼦産凍結サバの輸出促進の取組について（全国⽔産加⼯業協同組合連合会）

（参考）「⾷品流通合理化検討会」の開催経過について③
スケジュール

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/ryutu/buturyu.html
※ 資料は以下のリンク先に掲載
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【産地及び市場】
・パレット化に対応した施設改修、パレタイザーの導入が必要。
・卸売市場においては、大量に流入するパレットの保管体制等の整備が必要。
・積載率低下を抑制するため、パレットに適合する段ボールサイズや⻘果物⾃体の規格の検討が必要。
・リードタイム延⻑やモーダルシフトを進める上で、物量の確保や高機能鮮度維持設備等の整備が課題。
・花きの箱の規格統⼀を国が産地に働きかけてほしい。特に鉢物の流通は苦しい。
・共同集出荷の拠点を各地に設けてほしい。
・消費地保管はコスト高のため産地からロットをまとめて直送している。
・BtoBだけではなくラストワンマイルの効率的な配送⼿段の確⽴が必要。
・北海道からの農産物輸送においては鉄道貨物輸送が重要であり、鉄道貨物輸送業界との意⾒交換に期待。
・鉄道貨物輸送ではクールコンテナ不⾜や夜間配送、年末年始やGW等における安定的な輸送⼒確保が課題。

【地⽅⾃治体】
・宅配便と連携した輸送⼿段の多角化等の取組が奏功し、鮮度・品質保持により高付加価値化。
・⼭間部の⽶は、紙袋輸送のパレット化が課題、園芸作物の集積拠点としての直売所の利用可能性、地域内

配送の調整役としての地⽅卸売市場の仲卸に期待。
・生産者・流通事業者・実需者が⼀体となった⾷材情報のＩＣＴ化を推進。
・花きの生産地の点在、流通容器の規格統⼀（バケツ／段ボール）、効率配送ルート確保等が課題。
・鯖復活プロジェクトを切り⼝に、地域経済全体の活性化を推進。生活と密着する産地⽔揚港の集約は

困難な中、大規模産地の輸送効率化と⼩規模産地の良品配送は切り離すことに活路を⾒出す。
・柑橘輸送の課題である運転⼿不⾜を克服するうえでも、九州・関⻄間の輸送時間・コストが短縮される

交通ネットワークの⼀層の充実が必要。
・⼈・モノ・サービスが同時提供される物流体制をドローン活用を含め模索。
・物流事業者同⼠のマッチングや荷物の情報共有の仕組みが必要。
・ＩＣＴを活用した生産情報の⾷品流通事業者への共有により生産者の努⼒を⾒える化し、付加価値を

加える取組は非常に重要であるが、生産者のデータ入⼒が課題。
【専門委員】

・生産者の様々な努⼒を⾒える化することで、価格に反映できる仕組みを構築すべき。
・生産者が⾃ら考えて、価格に反映できる仕組みを構築するべき。

委員の意⾒
（参考）「⾷品流通合理化検討会」の開催経過について④
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委員の意⾒
（参考）「⾷品流通合理化検討会」の開催経過について④

【物流業界】
・サプライチェーンのどの段階においても、⼿積み⼿降ろしを続けていれば、2024年のトラックドライバー

への時間外労働の上限規制の適用を控えトラック輸送が困難になる。パレット化が前提となることを、共通
認識として持つべき。

・リードタイムを⼀日でも延ばすと効率輸送が可能。
・物流センターを有する業界はトラック予約受付システムの導入を検討すべき。
・どの流通段階でも情報は欲しており、QRコードなどで管理し、データを蓄積していくことが重要。
・ホワイト物流運動について、様々な業界に賛同をお願いしたい。
・倉庫内への搬入や仕分け等の附帯作業に係るコストと輸送コストとは切り分けるべき。
・輸送・保管中のダメージによる廃棄について公正な基準が必要。
・⽋品は日本ではマイナスイメージだが、⾷ロス削減や物流ではプラス。

【⾷品卸業界】
・トラック予約受付システムは、⾷品卸業界に広く普及させることとしているが、さらなるシステム改良に

向けては、情報コードの標準化に取り組んで欲しい。
・外⾷業界として、⾷品ロス削減に向け、以下に取り組みたい。

賞味期限が近いものはフードシェアリングし、値下げしてでも廃棄を減らす
⼦供⾷堂や児童福祉施設への寄付
⼩規模外⾷向けに使い切りサイズの業務用⾷品を開発
メーカーから外⾷まで⼀体となった他用途への切り替えが可能な商品の開発

・業界としてもホワイト物流運動の推進を⾏っている。

【⼩売業界】
・システムの導入に当たっては、サプライチェーン全体でコード等の共通化、最適化を進めていくべき。
・トレサの観点から消費者に情報提供しても、それが付加価値として捉えてもらえない。価格への転嫁は

ブランド化しかないのではないか。
・リードタイムの⾒直し（延⻑）は在庫リスクが⼩売に移るだけ。⾷ロス削減の観点からも在庫リスクをサプ

ライチェーン全体で減らす必要があり、そのためにはICTを活用し需要予測を高度化する必要。
・⾷品流通の各段階の⼿間は無料サービスではないことを、消費者に理解してもらうことが重要。

コスト構造を⾒える化し、消費者も含めサプライチェーン全体で負うべき。 17



４ ⽔産物の流通の現状

⽔産物の集荷・出荷等に中⼼的な役割を果たす卸売市場の役割は引き続き重要だが、多段階流通に伴うコスト増や鮮
度劣化等の問題があり、規模の⼤きな漁業者や⼒のある小売業者などでは、市場を経由しない取引が増える傾向にある。

⽔揚げされる⿂種や量が不安定で、保存性が低いといった⽔産物の特性に鑑みれば、漁港に隣接して⽣産と加工・流通
の橋渡し役を担う⽔産物の産地卸売市場の役割は引き続き重要。他⽅で、⽔産物の産地卸売市場は、小規模なものが
多く、市場当たりの買受⼈数は減少傾向にあり、かつ、⾼齢化も進んでいる。

漁
業
者

仲
卸
業
者

消
費
者

⼩
売
業
者
・
外
⾷
業
者

産
地
出
荷
業
者
・
加
⼯

業
者
（
買
受
⼈
）

漁
協
等
（
卸
売
業
者
）

※

漁
業
者
が
販
売
委
託

⾷品
卸売業者

産地卸売市場
漁業者が水揚げした
水産物を魚種・大き
さ毎に仕分けて販売

消費地卸売市場
全国の産地卸売市
場から多様な水産
物を集めて販売

卸
売
業
者

 国産⽔産物の主な流通経路

資料︓農林⽔産省｢⾷料需給表｣等により推計
注︓消費地卸売市場経由率は、国内で流通した加⼯品を含む国産⽔産物の

うち、消費地卸売市場を経由したものの数量割合の推計値。

■ 卸売市場経由率の推移（重量ベース、推計）

86.1 
80.8 

71.6 
63.2 

58.4 58.0 56.0 55.7 53.4 54.1 51.9 52.1 52.0 

20

40

60

80

100

H10 H15 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

産地 消費地（％）

■ 産地卸売市場（⽔産物）の規模

規模別
（㎡）

330
未満

330
〜999

1,000
〜1,999

2,000
〜4,999

5,000
〜9,999

10,000
以上 合計

市場数 289 129 76 66 22 20 602

資料︓農林⽔産省「卸売市場データ集」等（2017年度）
注︓卸売市場法の適用を受ける産地卸売市場は、卸売場の⾯積が330㎡以上

■ 産地卸売市場（⽔産物）の年間取扱⾦額規模別市場数

年間取扱
⾦額規模

1億円
未満

1〜5
億円
未満

5〜10
億円
未満

10〜20
億円
未満

20〜50
億円
未満

50億円
以上 不 明 合 計

市場数 147 178 90 61 52 39 35 602

資料︓農林⽔産省「卸売市場データ集」等（2017年度）
注︓卸売市場法の適用を受けない⼩規模な産地市場を含む。
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• トラックドライバーの⼈⼿不⾜が深刻化する中で、国⺠生活や経済活動に必要不可⽋な物流を安定確
保するには、サプライチェーン全体で物流改善に取り組む必要。

• 特に⾷品の輸送は、⼿荷役作業が多い、⼩ロット多頻度輸送が多い等の事情から取扱いを敬遠される
事例が 出てきている。加えて、水産物の輸送には、水揚港・魚市場が分散し、鮮度維持が極めて重
視されるという特性。

• このため、関係者による⽔産分科会を設置し、具体的な⽅策を検討するとともに、その実現を図る。

趣旨

取組⽅向

• 入船情報・漁獲情報の早期伝達システム・市場卸売業務の電算化システムの構築推進
• 沖合・遠洋の衛星通信の活用促進
• 産地市場の統合・集約化に関する地域関係者の理解醸成
• 位置・温度に関する情報を常時把握し、温度が上昇しやすいポイントを改善し、温度が上昇した際に素

早く低温状態を回復できるようにするシステムを構築
• ⽔漏れや臭気の発生を防ぐ梱包容器や品目混載を可能とする輸送⽅法の開発
• 輸送資材（パレットや台⾞）の規格の統⼀、管理回収体制の構築の検討
• パレットに適合する段ボール等の規格の検討
• 産地⽔揚港にトランスファーステーションを整備し、大量⽔揚の際の円滑な流通の促進

５ ⽔産流通の合理化に向けた取組について（⽔産分科会の設置）

発荷主、物流業界、着荷主 等

⽔産分科会のメンバー
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５ ⽔産流通の合理化に向けた取組について（課題と対応⽅策）

論点 課題 対応⽅策

 入船情報・漁獲
情報の早期伝
達システム構築

 電子商取引の
推進

・沖の情報の早期伝達・共有のメリットについての
流通・加⼯業者の理解が重要。

・紙による情報伝達を基本とする業務運営と イン
フラを、電⼦的システムを導入し、それを活用で
きる運営体制を構築。

・入船情報・漁獲情報の早期伝達シス
テム及び市場卸売業務の電算化シス
テムの構築推進

・沖合・遠洋の衛星通信の活用促進に
向け、官⺠で検討

・物流コストや価格形成⾯でのメリットがあるが、
地域の関係者（漁業者、仲買業者等）の合意形成
が困難。

※⼩規模な漁村の中には、関係者で連携し、付加価
値化に努め、オンリーワンで勝負するところも

 産地市場の
統合・集約化

・バリューチェーン全体での収益改善
のために必要な取組という観点で、
将来像を⾒据えつつ、地域関係者の
理解醸成

・ウィング型トラックの荷出し時の荷置きなど、施
設と施設の合間でコールドチェーンが切れる場合
もある。

・保冷⾞輸送、閉鎖型高度衛生管理型漁港・市場、
高性能な冷蔵冷凍施設が整備・普及

・位置・温度に関する情報を常時把握
し、温度が上昇しやすいポイントを
改善し、温度が上昇した際に素早く
低温状態を回復できるようにするシ
ステムを構築

 位置・温度状態
把握システムの導
入

・共同配送や品目混載の取組はコスト削減や⼈⼿不⾜
対応として有効であるが、⼀部の流通業者や産地の
先進的取組に留まっている。

・⽔漏れや臭気の発生を防ぐ梱包容器や
品目混載を可能とする輸送⽅法の開発

 共同配送／品目
混載の推進

・パレット・カゴ台⾞の活用は労働効率向上に有効だ
が、流通全体の⼀部での利用に留まる。

・パレット等は市場等で共有財産として扱われ、紛失
のおそれが高いため、個社での導入動機が働きづら
い。

・輸送資材（パレットや台⾞）の規格
の統⼀、管理回収体制の構築の検討

・パレットに適合する段ボール等の
規格の検討

 パレット、カゴ台⾞
による輸送の推進

・産地⽔揚港から輸出港の物流において、ドライバー
や輸送⾞両の不⾜、漁獲物積込時の渋滞などボトル
ネックが顕在化。

・産地⽔揚港にトランスファーステー
ションを整備し、大量⽔揚の際の
円滑な流通の促進

 コンテナトランスフ
ァーステーションの
導入

令
和
元
年
度
補
正
予
算
、
令
和
２
年
度
当
初
予
算
等
の
活
用

新
た
な
施
策
等
へ
の
反
映
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委員名簿

（参考）「⾷品流通合理化検討会⽔産分科会」の開催経過について

スケジュール

令和元年10月21日（月）
⽔産分科会準備会合
・⽔産物流通に関する現状と課題（⽔産庁）

令和元年12月20日（⾦）
第１回⽔産分科会
・すくも湾漁協における産地市場統合の取組（高知県すくも湾漁業協同組合 河原参事）
・気仙沼を⽔産物流のハブに︕（地域ぐるみの共同配送モデル）気仙沼漁業協同組合 臼井参事

気仙沼魚市場買受⼈協会 阿部理事⻑
・株式会社⽔産流通の取組（株式会社⽔産流通 ⻑本社⻑）
・⽔産物物流業者の取組（椎名委員）

令和２年２月17日（月）
第２回⽔産分科会
・漁業構造改⾰・流通改⾰の取組みについて（日本遠洋旋網漁業協同組合 加藤組合⻑）
・銚⼦トランスファーステーションについて 全国⽔産加⼯業協同組合連合会 彌永業務部⻑

株式会社三協 根本顧問
桜⽊ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸｽ三部次⻑

三浦 秀樹（全国漁業協同組合連合会 常務理事）

淀江 哲也（漁業情報ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 専務理事）

提坂 猛（全国⽔産加工業協同組合連合会 常務理事）

津⽥ 祐樹（（株）ﾌｨｯｼｬｰﾏﾝｼﾞｬﾊﾟﾝﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 代表取締役COO）

網野 裕美（（⼀社）全国⽔産卸協会 会⻑）

井上 淳（日本ﾁｪｰﾝｽﾄｱ協会 専務理事）

江口 法⽣（（⼀社）日本ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ協会 専務理事）

椎名 幸子（（公社）全日本ﾄﾗｯｸ協会⾷料品部会 副部会⻑）

宿谷 肇（（⼀社）日本物流団体連合会 理事・事務局⻑）

佐藤 修司（（公社）日本ﾛｼﾞｽﾃｨｸｼｽﾃﾑ協会 JILS総合研究所⻑）

⻄願 廣⾏（（⼀社）日本冷蔵倉庫協会 副会⻑）

産地
（発荷主）

物流業界

着荷主
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委員の意⾒
（参考）「⾷品流通合理化検討会⽔産分科会」の開催経過について②

【物流業界】
・サービスはタダだという文化を変えていくことが求められている。コストの⾒える化をし、効率化をし

て、物流コストを削減していくことが必要。
・日本のコールドチェーンの技術は⼀定の⽔準に達しているものの規格化されていない。規格となってい

れば、規格を満たすためのコストを価格に転嫁できるのではないか。
・正しい情報を伝え、コストがどこにかかっているかを、顧客に理解してもらうことが必要。
・洋上の情報を陸上へ速やかに提供することは、⻑距離輸送が多い⽔産物流において、ドライバーの事前

待機も解消され、⾞両の効率的運用につながる。
・冷蔵・冷凍状態による品質を保持しながら、ウイング型トラックによる効率的な積み降ろしが可能とな

る低温閉鎖型のスペースの拡充が必要ではないか。
・産地市場の統合は、簡単に解決できる問題ではないが、物流⾯からはプラス。
・パレットは紛失することが常態化しており、不要なパレットの廃棄にも費用がかかっている。
・パレットを共有財産として業界全体で導入する取組が必要。
・十分なパレットの供給、箱の統⼀規格などの開発が必要。
・⼩ロットでの発送はパレットに馴染まない。
・消費地市場以降はパレットよりカゴ台⾞での輸送が中⼼。
・産地にも⾃動化、省⼈・省⼒化に資する先端機材の導入を進めていくべき。
・HACCPなどの衛生基準を考慮することが重要。
・作業プロセスの標準化に取り組む必要。

【産地及び市場】
・コストを下げることは限界に近づいており、魚価、売上、利益を上げることにフォーカスした議論が

必要。
・取組を価格に反映させることが重要。
・大衆魚と高級魚では流通が異なっている上に、流通現場では⼈⼿不⾜が深刻。
・沖の情報を早く提供し、流通・加⼯の業者と共有するメリットを理解してもらうことが重要。
・沖の情報を陸上と共有することで、荷受・配送に関連する作業時間が短縮している。
・産地市場を統合することで、ある程度の量が⼀カ所にまとまることで輸送がスムーズになり、流通業者

と産地仲買が協⼒して運送コストを下げることができ、魚価に反映され、高値に⼀役買っている。
・産地市場統合は、規模で分けて考えることが必要。また、様々な事情を抱えており集約は難しい問題。
・梱包資材の規格を決めていくことが必要。その際、輸出も念頭におくべき。
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